
令和７年度 観光ビジョンに基づく持続可能な観光地域づくり整備促進事業 

業務委託プロポーザル審査会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 令和７年度 観光ビジョンに基づく持続可能な観光地域づくり整備促進事業業務委託の実

施にあたり、令和７年度 観光ビジョンに基づく持続可能な観光地域づくり整備促進事業業務委

託プロポーザル実施要領（令和７年５月 12日決裁）に基づき提出されたプロポーザル企画提案の

内容を、適正かつ公平に審査・評価し、契約候補者を選定するため、令和７年度 観光ビジョン

に基づく持続可能な観光地域づくり整備促進事業業務委託プロポーザル審査会（以下、「審査会」

という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審査会は、次に掲げる事項について所掌する。 

 ⑴ プロポーザル企画提案の審査・評価に関すること。 

 ⑵ 契約候補者の選定に関すること。 

 ⑶ その他プロポーザル企画提案を審査・評価するために必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 審査会は、別表に掲げる審査員をもって組織する。 

２ 審査員の任期は、契約候補者を選定するまでとする。 

（審査員長） 

第４条 審査会に審査員長を置き、審査員の互選によりこれを定める。 

２ 審査員長は、会務を総轄し、審査会を代表する。 

３ 審査員長に事故があるときは、審査員長があらかじめ指名する審査員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審査会は、必要に応じて一般社団法人飛騨・高山観光コンベンション協会 会長が招集す

る。 

２ 審査会の会議は、審査員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 審査員長は、必要があると認めるときは、審査員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を

求めることができる。 

（審査・評価の方法） 

第６条 プロポーザル企画提案の審査・評価の方法については、令和７年度 観光ビジョンに基づ

く持続可能な観光地域づくり整備促進事業業務委託プロポーザル審査要領（令和７年５月 12日決

裁）による。 

（秘密の保持） 

第７条 審査員は、審査を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も



同様とする。 

（利害関係に関する申告等） 

第８条 審査員は、本件の審査・評価に関し提案者と利害関係を有する場合は、その旨を審査員長

に申告しなければならない。 

２ 審査員は、提案者から故意の接触があった場合は、審査員長へ報告しなければならない。 

 （報酬の額） 

第９条 第３条に掲げる者の報酬額は、「高山市各種委員等の報酬及び費用弁償に関する条例」に準

じ、日額７，７００円とする。 

２ 旅費が発生する場合には「高山市職員の旅費に関する条例」に規定する７級等の職員の旅費額

に相当する額とする。 

（庶務） 

第１０条 審査会の庶務は、一般社団法人飛騨・高山観光コンベンション協会において行う。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査員長が別に定め

る。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

別表（第３条関係） 

区  分 人  数 

外部有識者 ２名 

観光関係団体代表者 ２名 

行政代表者（高山市） １名 

 


